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令和６年１１月２８日（木曜日）農産局第３会議室

藤原　敏（法人参与）

　塩幡勝典（公認会計士）　

委員会による意見の具申又は勧告の内容

［これらに対し部局長が講じた措置］
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別 紙 
 
委員からの主な意見・質問、それに対する回答等（第６３回 令和６年１１月２８日） 

 

意 見 ・ 質 問 

 

 

回  答  等 

 

１ 食糧麦備蓄対策事業における備蓄数量の確

認業務（入札番号４）（一般競争契約）［整理番

号 10］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○○落札者は、何か特殊な技術があって、他社では
採算がとれないような価格で請け負うことが出
来るのか。 
 
○過去３か年の入札契約状況を見ると全て 1 社
応札となっているが、今後、応札者を増やすため
にどのような取り組みが考えられるか。 
 
 

 
 
 
○外国産食糧用小麦の備蓄については、即時販
売方式の導入により、平成 22 年 10 月以降、
民間備蓄に全て移行し、不測の事態に備え、国
は、製粉企業等が需要量の 2.3 か月分の備蓄を
行った場合、1.8か月分の保管経費を助成する
事業を実施している。 
本業務は、保管経費の支払確認のため、第三

者的な立場で在庫数量の確認ができる検量人
の選定を行い、検量人は外国産食糧用小麦を備
蓄している倉庫業者等に出向いて、毎月 2.3 か
月の在庫を確認して、農林水産省に在庫の確認
報告を行うものである。 
今回の入札では、港湾運送事業法の検量業務

の許可を受けている機関の中から、全国を 11
のブロックに分けて一般競争入札を行ったと
ころ、本審査対象の入札番号４の応札者は１者
であった。 
 
○入札に参加しなかった業者にヒアリングし
た限り、特別な理由はなく、企業努力の結果と
考えられる。 
 
○採算がとれないため入札に参加できないと
いうことであれば、採算がとれる水準になるま
で予算を確保する等の対応も考えられるが、財
政当局との交渉になるので難しい。 
 

２ 令和６年産政府備蓄米買入契約０千トン

（一般競争契約）［整理番号 136］ 

（業務概要） 
 

 
 
○国は、政府備蓄米の適正な備蓄水準を100万
トン程度で運用し、主食用途に備蓄米の販売を
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○０千トンと書いてあるのはどういう意味か。 
 

 

○この備蓄米というのは、どのレベルを意識さ
れているのか。また、食味や銘柄等は考慮されな
いのか。 
 
 

行わない棚上備蓄を実施している。 
基本的な運用としては、国は毎年５年間持ち

越した20万トン程度の政府備蓄米を飼料用等
の用途に売却している。 
今回の一般競争入札の応札者は18者で、個

人が落札した。 
 
○千トン単位で四捨五入して、１から500トン
未満を０千トンとしている。 
 
○米の品質は農産物検査でグレードを決める
ことになっており、１等米から３等米までにな
っている。 
農産物検査では、食味の検査はなく、見た目

だけの検査になる。被害粒や着色粒が多けれ
ば、２、３等米となり、１等米の契約金額から
割り引かれることになる。 
 

３ 政府備蓄米の無償交付の使用確認等調査業

務（一般競争契約）［整理番号 164］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇無償交付の交付実績の状況は。 
 
 
 
 
○通常、現物支給について、追跡調査のようなこ
とまでは行わないのではないか。 
 

 

 

○国は学校等給食におけるごはん食の拡大を
支援してきた政府備蓄米の無償交付制度の枠
組みの下、令和２年度から「食事提供団体（こ
ども食堂）」や「食材提供団体（こども宅食）」
においても食育の一環としてごはん食の推進
を支援している。 

本事業は、農林水産省農産局長が無償交付さ
れた政府備蓄米の使用状況等の調査業務を第
三者機関に請け負わせるために、一般競争入札
を行ったところ、１者の応札があった。 

 

○令和５年度では、全体で交付決定件数が486
件、交付数量が140トン。こども食堂が157件、
13トン、こども食卓が329件、127トンとなって
いる。 
 

○使用報告書を提出していただくが、交付され
た備蓄米が適切に使用・保管されているか等実
態を把握するために調査を実施するもの。ま
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                              た、横流し等のような不適正事案が生じないよ
うに、抑止的な効果も期待している。 

 

４ 政府所有米麦情報管理システム運用支援業

務（一般競争契約）［整理番号 188］ 

（業務概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇受注業者が１年で変わると、事業の効率が悪
くなったり不具合が生じたりするおそれがある
が、どう考えるか。今回の落札業者は、過去に受
注したことがあるのか。 
 
 
 
○昨今、情報セキュリティの確保について、政府
の方針が出ていると思うが、何か厳しくなった
点等はあるか。 
 

 

 

 

 

○国は、主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律に基づき、政府所有米麦の売買等に関す
る業務を行うために、売買等に係る各種データ
の保持や、電子入札・見積合せ機能を有した政
府所有米麦情報管理システム（以下「米麦シス
テム」という。）を平成26年度より稼働してい
る。 

本業務は、米麦システムの稼動状況の監視や
ソフトウェアの障害発生時対応、ハードウェ
ア・ソフトウェアの脆弱性対応、米麦システム
のデータ更新及び米麦システム利用者からの
操作方法に関する問合せの受付・回答、その他
米麦システムの安定運用の維持に関する業務
を行うものであり、一般競争入札に付し、応札
者が２者であった。 

 

○特定のベンダーに依存した、いわゆる「ベン
ダーロック」が掛かるような仕様書にはなって
いない。大手ベンダーから中小のＩＴ事業者ま
で広く入札に参加できるように配慮している。
落札業者はシステム関連の調達には、今回初め
て参加した。 

 

○政府全体で基本的な情報セキュリティ対策
に関する指針が出ており、農林水産省でも情報
セキュリティに関する共通仕様に基づいて対
策を講じている。米麦システムに関しては、何
か情報漏洩があったとか、サイバー攻撃によっ
て被害が出たということは、これまで一度もな
い。 
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５ 政府所有米麦情報管理システムプロジェク

ト管理等支援業務（随意契約）［整理番号１］

（業務概要） 

〇令和元年度に続き、今回も不落随契契約にな
っているが、どのような理由が考えられるか。 

○今回の落札業者が数年にわたり続けて受注し
ているが、令和５年度で契約金額が跳ね上がっ
ている理由はなにか。

○国は、主要食糧の需給及び価格の安定に関す
る法律に基づき、政府所有米麦の売買等に関す
る業務を行うために、売買等に係る各種データ
の保持や、電子入札・電子見積合せ機能を有し
た米麦システムを平成26年度より稼働してい
る。
本事業は、この米麦システムを安定運用する

ためのプロジェクト管理等支援業務として、①
米麦システムにおいて実施する改修業務やソ
フトウェア等バージョンアップ業務に関する
進捗管理、②保守業務、運用支援業務、ＯＳＳ
サポート業務及び運用環境提供業務に関する
支援、技術的助言を行うものである。
一般競争入札を行い、１社の応札があった

が、再度入札を行っても予定価格に達しなかっ
たことから、応札者と協議を行い、予算決算及
び会計令に基づく随意契約を締結した。 

○上記４の落札事業者は、「農林水産省発注契
約に関するアンケート」にご回答頂いているよ
うに、「障害復旧までのサービスレベルが、発
生時の報告 10 分以内、切り分け対応可否含め
60 分以内」という参入要件に対してリスクが
高いと判断したためと思われる。

○ＩＴ業界は近年、人件費、特にプログラマー
やシステムエンジニアの単価が毎年のように
上昇してきている。
今回の落札事業者とは令和元年度から４年

間の複数年契約を交わしていたので、その間、
契約金額が抑えられていたが、今回、令和５年
度単年度契約となったので、近年の人件費の上
昇などが反映された結果と考えられる。

（注）予定価格が類推される内容は除いています。 


	ADP61A7.tmp
	審議概要




